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認知症施策について 

１．栃木市の認知症施策の体系(栃木市高齢者保健福祉計画より抜粋) 

基本施策 単位施策 実施事業 

認知症施策

の推進 

(1)認知症に関する理解の

促進 

・認知症の普及啓発 

・認知症サポーターの養成 

・認知症キャラバン・メイトとの協働 

(2)認知症早期発見・早期対

応への支援 

・介護予防教室 

・認知症ケアパスの作成と普及 

・認知症初期集中支援事業の推進 

・関係機関との連携促進 

(3)認知症の人とその家族

への支援 

・認知症高齢者等 SOSネットワーク 

・認知症の人とその家族の居場所づく

りの支援(認知症カフェ) 

・チームオレンジ等支援体制整備 

・若年性認知症の人への支援 

 

２. 「認知症カフェ」「チームオレンジ」事業 

 認知症カフェ 

【目的】 

認知症の人、家族、地域住民、医療や介護の専門職、認知症について関心があ

る方など、誰もが気軽に集まり、交流を楽しめる場所として市内各地に設置。 

【ねらい】 

・認知症の人、自分が認知症ではないかと不安に思っている人やその家族が、安

心して話をすることができるので、認知症の人が安心して過ごせる居場所となる。 

・認知症の人とその家族を地域全体で支えていくための活動の拠点となる。 

【実施主体】  

一般市民、社会福祉協議会、介護サービス事業所、社会福祉法人等 

【会場】 

商業施設、喫茶店、公民館、老人福祉施設等 

【実績】 

 平成 31年 1月より開設。令和 6年 4月現在で活動中のカフェは 14か所。 

  ※市内の認知症カフェ一覧は別表のとおり 

 

チームオレンジ 

【目的】 

  地域の認知症の人や家族の支援ニーズと、認知症サポーターを中心とした支援

をつなぐ仕組みを広げるために活動するチーム。 

【登録要件】 

(1)構成員が自発的かつ自立的に活動している。 

(2)構成員が５人以上。 

(3)認知症サポーター養成講座修了者である。 

※養成講座を修了したサポーター登録者 20,294人（R6.4.1現在） 
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(4)認知症サポーターステップアップ講座を修了、または修了見込である。 

(5)認知症の人及びその家族の福祉の増進に寄与することを目的として活動して

いる。 

【登録実績】 

  ・令和 4年 10月 ＳＴＡＮＤ ＢＹ ＹＯＵ（大平地域） 

  ・令和 5年 12月 チームオレンジ虹～あなたとともに～（栃木地域） 

  ・令和 6年 1月 チームオレンジ オレンジカフェにしかた（西方地域） 

  ・令和 6年 2月 チームオレンジふじおか（藤岡地域） 

 

３. 栃木市職員認知症サポーター資質向上研修会 

 【目的】 

  職員の認知症に関する正しい知識と認知症の人やその家族への接遇意識を高め、

地域を支える認知症サポーターの一員として、更なる資質向上を図る。 

【開催日時】 

  令和６年２月２１日 

【対象者】 

  窓口等で市民と直接的な対応の多い事が想定される主査以下の職員（21名参加） 

【内容】 

  ①地域包括支援センターの役割 

  ②認知症の理解 

  ③認知症の方、家族への接し方 

  ④地域での取り組み(認知症カフェ、チームオレンジ) 

 【講師】 

  地域包括ケア推進課職員 

 

４. 認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク 

（１）協力機関との連携 

 【目的】 

認知症の高齢者等が外出中に行方不明になった時に、警察、協力事業所、自治会、

民生委員等登録協力機関に対し、アプリ又はメールで捜索の協力を依頼した。 

 【協力機関数】 

  285機関 

（２）見守りシール 

 【概要】 

QR コードが印刷されたシールと情報共有サービス「どこシル伝言板」を用いて、

対象者が行方不明になった時の身元確認や家族への引き渡しを円滑に行う。対象者

にはシールを 1人当たり 30枚交付し、衣類や持ち物に貼ってお使いいただく。 

 【費用負担】 無料 

【交付者数】 

 110人 

見守りシール 見本 

(縦 25 ﾐﾘ、横 50 ﾐﾘ) 
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（３）認知症高齢者等個人賠償責任保険 

 【概要】 

認知症の高齢者等が日常生活における偶然の事故により、法律上の賠償責任を負

った場合に、保険金の支払いを受けることができる。 

保険については市が契約者となり、保険料を全額負担する。 

 【加入対象者】（次のいずれにも該当する方） 

  ・市内に住所を有し、在宅で生活する方 

  ・認知症の診断を受けている方又は要介護認定基準の「認知症高齢者の日常生活

自立度」が「Ⅱ以上」の方 

 【費用負担】 

無料 

 【加入者数】 

  56人 

 

 

 

 

 

 

問合せ：保健福祉部 地域包括ケア推進課 

担当： 横永・田名網 

電話： ０２８２－２１－２２４４・２２４５ 


